
通常用（骨折や靱帯断裂など）
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１．実通院日数（通院回数）が週に２日未満の場合は、実通院日数×３．５の値を治療期間としてください。
２．１ヶ月＝３０日で計算します。

４．この計算シートで全てのケースでの妥当な慰謝料額が計算できるものではありません。ご利用は自己責任でお願いいたします。
５．計算シートの使用方法についてのご質問はご遠慮ください。

慰謝料計算シート交通事故

０月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 13月 14月 15月

０月 53 101 145 184 217 244 266 284 297 306 314 321 328 334 340

1月 28 77 122 162 199 228 252 274 291 303 311 318 325 332 336 342

2月 52 98 139 177 210 236 260 281 297 308 315 322 329 334 338 344

3月 73 115 154 188 218 244 267 287 302 312 319 326 331 336 340 346

4月 90 130 165 196 226 251 273 292 306 316 323 328 333 338 342 348

5月 105 141 173 204 233 257 278 296 310 320 325 330 335 340 344 350

6月 116 149 181 211 239 262 282 300 314 322 327 332 337 342 346

7月 124 157 188 217 244 266 286 304 316 324 329 334 339 344

8月 132 164 194 222 248 270 290 306 318 326 331 336 341

9月 139 170 199 226 252 274 292 308 320 328 333 338

10月 145 175 203 230 256 276 294 310 322 330 335

11月 150 179 207 234 258 278 296 312 324 332

12月 154 183 211 236 260 280 298 314 326

13月 158 187 213 238 262 282 300 316

14月 162 189 215 240 264 284 302

15月 164 191 217 242 266 286
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３．特に重症の場合は計算結果を１．２～１．３倍する場合があります。

伊佐行政書士事務所

９．ａ、ｂ、ｃ、ｄ、ｃ’、ｄ’ の合計額を出します。

１．Ａ、Ｂに治療期間（事故日～症状固定日）を記入してください。
治療期間＝ Ａ

．Ｂ ヶ月

．８ ヶ月０例　治療期間２４０日＝８．０ヶ月

例　１３２万＋７７万－４０万

入通院慰謝料額＝（ａ＋ｂ）＋（ｃ＋ｄ）－（ｃ’＋ｄ’）＝

１６９万円

２．治療期間分の通院慰謝料を計算します。
ａＡに対応する月分の慰謝料＝

例　１３２万 １３２万円

３．治療期間分の月に満たない端数分の通院慰謝料を計算します。
ｂＢに対応する日数の慰謝料＝（ａの下段の金額－ａ）×Ｂ＝

例　（１３９万－１３２万）×０ ０円

４．Ｃ、Ｄに入院期間を記入してください。
入院期間＝ Ｃ

．Ｄ ヶ月

．１ ヶ月５例　入院期間４５日＝１．５ヶ月

５．入院期間分の入院慰謝料を計算します。
ｃＣに対応する月分の慰謝料＝

例　５３万 ５３万円

６．入院期間分の月に満たない端数分の入院慰謝料を計算します。
ｄＤに対応する日数の慰謝料＝（ｃの右隣の金額－ｃ）×Ｄ＝

例　（１０１万－５３万）×０．５ ２４万円

７．入院期間分の通院慰謝料を計算します（重複分を差し引くため）。
ｃ’Ｃに対応する月分の慰謝料＝

例　２８万 ２８万円

８．入院期間分の月に満たない端数分の通院慰謝料を計算します。
ｄ’Ｄに対応する日数の慰謝料＝（ｃの下段の金額－ｃ）×Ｄ＝

例　（５２万－２８万）×０．５ １２万円

表の内容をすべて知りたい方は、赤い本をご購入ください。


